
の
お
知
ら
せ

の
お
知
ら
せ

の
お

ら
せ

の
お
知
ら
せ税

軽
自
動
車
税
が
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

『
長
崎
県
地
方
税
回
収
機
構
』が
設
置
さ
れ
ま
し
た

　

今
年
度
か
ら
、軽
自
動
車
税
が
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。左

記
の
コ
ン
ビ
ニ
チ
ェ
ー
ン
店
舗
な
ど
で
コ
ン
ビ
ニ
の
営

業
時
間
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
は
５
月
中
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、滞
納
さ
れ
て
い
る
市
税
に
つ
い
て
、不
動
産
公
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、更
に
強
化
す
る
た
め
に
４
月
開
設
の『
長
崎
県
地
方
税
回
収

機
構
』に
加
入
し
ま
し
た
。

　

高
額
の
滞
納
者
や
長
期
の
滞
納
者
な
ど
、納
税
意
思
が
希
薄
で
徴
収
が
困
難
な

滞
納
案
件
な
ど
に
つ
い
て
、県
と
県
内
23
市
町
が
、協
働
・
集
中
的
に
滞
納
整
理
に
取

り
組
む
組
織
の
こ
と
で
す
。

自
動
車
税
の
納
期
限
は

６
月
１
日
で
す

　

自
動
車
税
の
納
付
書
は
５
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
。納
期
限
は
６
月
１
日
（月）
で
す
。お
近
く
の
金
融

機
関
な
ど
で
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。な
お
自
動
車

税
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

※
４
月
か
ら
県
税
事
務
所
の
名
称
な
ど
が
左
記
の
と
お

り
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
動
車
は
も
ち
ろ
ん
バ
イ
ク
、原
付
自
転
車
の
所

有
者
は
、自
賠
責
保
険（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
・
共
済
）へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

未
加
入
者
の
運
行
は
、１
年
以
下
の
懲
役
、ま
た

は
50
万
円
以
下
の
罰
金
、さ
ら
に
違
反
点
数
は
６
点

で
、即
免
許
停
止
処
分
と
な
り
ま
す
。

　

自
賠
責
保
険
の
期
限
が
き
れ
て
い
な
い
か
、ま
た

未
加
入
で
は
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
手
続
き
は
市
内
の
車
両
販
売
店
な
ど
で
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

軽
自
動
車
の
減
免
手
続
き
は

早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

１
障
が
い
者
の
通
学
、通
院
、通
所
ま
た
は
仕
事
の
た

め
に
使
用
す
る
車
で
、次
に
該
当
す
る
も
の
。

　

た
だ
し
、普
通
車
も
含
め
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

①
身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
り
、歩
く
こ
と
が
困

難
な
人
が
所
有
す
る
車

②
身
体
障
が
い
者
ま
た
は
精
神
障
が
い
者
と
生

計
の
同
じ
人
が
所
有
す
る
車

③
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
を
常
時
介
護
す
る
人

が
運
転
す
る
車

２ 

構
造
が
障
が
い
者
用
の
車

●
市
内
に
店
舗
の
あ
る
取
扱
コ
ン
ビ
ニ
チ
ェ
ー
ン

　

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、コ
コ
ス
ト
ア
、エ
ブ
リ
ワ
ン

※
そ
の
ほ
か
の
取
扱
店
舗
に
つ
い
て
は
、納
税
通
知
書
裏

面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。な
お
、取
扱
い
が
で
き
な
い
店

舗
や
手
数
料
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●
軽
自
動
車
税
の
納
付
期
限

　

６
月
１
日
（月）

tax information

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課（
内
線
１
１
７
）

　

収
納
課（
内
線
１
１
８
）

■
問
い
合
わ
せ

　

収
納
課（
内
線
１
２
６
〜
１
２
９
）

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課（
内
線
１
１
７
）

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課（
内
線
１
１
７
）

■
問
い
合
わ
せ

　

県
央
振
興
局
税
務
部
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早
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永
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町
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☎

０
５
０
８

〈
減
免
対
象
〉

入
っ
て
い
ま
す
か
？
自
賠
責
保
険

①
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

②
身
体
障
害
者
手
帳（
戦
傷
病
者
手
帳
）、療
育

手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

③
運
転
免
許
証　

④
車
検
証　

⑤
印
か
ん

⑥
そ
の
他（
状
況
に
よ
り
必
要
な
書
類
あ
り
）

※
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
で
き
ま
せ
ん
。な

お
障
が
い
の
程
度
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

普
通
自
動
車
の
減
免
手
続
き
は
、県
央
振
興
局

（
旧
諫
早
県
税
事
務
所
）で
受
け
付
け
て
い
ま
す

〈
持
参
品
〉

〈
申
請
期
限
〉

５
月
25
日
（月）

◎
長
崎
県
地
方
税
回
収
機
構
と
は
？

　

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、生
活
状
況
な
ど

を
お
聞
き
し
て
、調
査
の
う
え
で
、納
税
の
猶
予
や
分
割
納
付
な
ど
が
で
き
ま
す
。

◎
期
限
内
に
納
税
で
き
な
い
人
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い

◎
滞
納
整
理
の
流
れ

長
崎
県
地
方
税
回
収
機
構

市
徴収が困難な
滞納案件の引継

・
預
貯
金

・
給
与

・
自
動
車

・バ
イ
ク

・
不
動
産
な
ど

徹底した財産調査と差押え

タイヤロックも実施します。

公
売
処
分（
差
押
財
産
の
売
却
）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
も
実
施

市
税
へ
充
当

県の地方機関の再編について
　4月から、県のさまざまな行政サービスを同じ場所で提供するために、税、農林、土木などの地方機関を7つの振
興局に集めました。大村市に関係する県の地方機関は、次のとおりです。

分野 旧 新 場所 備考

税務

 保健・
環境

諫早県税事務所

水産

農林

土木

県央水産業普及指導センター

長崎農業改良普及センター
県央農業改良普及センター

県央振興局税務部

諫早土木事務所 県央振興局建設部

中央家畜保健衛生所 県央振興局農林部
（家畜保健衛生）

県央振興局農林部

県央保健所 県央振興局保健部
（県央保健所）

県央振興局管理部
（県央水産業普及指導センター）

諫早駅前
民間ビルへ移転

名称変更
島原県税事務所と統合

名称変更
長崎農改と統合

名称変更
長崎市より移転

現在地 名称変更

諫早合同庁舎

現在地
名称変更

県央農村整備事務所 県央振興局農林部
（農村整備）

長崎林業事務所 県央振興局農林部
（林業） 諫早合同庁舎

名称変更

■問い合わせ　企画政策課（内線222）
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軽
自
動
車
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が
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

『
長
崎
県
地
方
税
回
収
機
構
』が
設
置
さ
れ
ま
し
た

　

今
年
度
か
ら
、軽
自
動
車
税
が
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。左

記
の
コ
ン
ビ
ニ
チ
ェ
ー
ン
店
舗
な
ど
で
コ
ン
ビ
ニ
の
営

業
時
間
で
あ
れ
ば
い
つ
で
も
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
は
５
月
中
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、滞
納
さ
れ
て
い
る
市
税
に
つ
い
て
、不
動
産
公
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、更
に
強
化
す
る
た
め
に
４
月
開
設
の『
長
崎
県
地
方
税
回
収

機
構
』に
加
入
し
ま
し
た
。

　

高
額
の
滞
納
者
や
長
期
の
滞
納
者
な
ど
、納
税
意
思
が
希
薄
で
徴
収
が
困
難
な

滞
納
案
件
な
ど
に
つ
い
て
、県
と
県
内
23
市
町
が
、協
働
・
集
中
的
に
滞
納
整
理
に
取

り
組
む
組
織
の
こ
と
で
す
。

自
動
車
税
の
納
期
限
は

６
月
１
日
で
す

　

自
動
車
税
の
納
付
書
は
５
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま

す
。納
期
限
は
６
月
１
日
（月）
で
す
。お
近
く
の
金
融

機
関
な
ど
で
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。な
お
自
動
車

税
は
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

※
４
月
か
ら
県
税
事
務
所
の
名
称
な
ど
が
左
記
の
と
お

り
変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

自
動
車
は
も
ち
ろ
ん
バ
イ
ク
、原
付
自
転
車
の
所

有
者
は
、自
賠
責
保
険（
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保

険
・
共
済
）へ
の
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

未
加
入
者
の
運
行
は
、１
年
以
下
の
懲
役
、ま
た

は
50
万
円
以
下
の
罰
金
、さ
ら
に
違
反
点
数
は
６
点

で
、即
免
許
停
止
処
分
と
な
り
ま
す
。

　

自
賠
責
保
険
の
期
限
が
き
れ
て
い
な
い
か
、ま
た

未
加
入
で
は
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
手
続
き
は
市
内
の
車
両
販
売
店
な
ど
で
取

り
扱
っ
て
い
ま
す
。

軽
自
動
車
の
減
免
手
続
き
は

早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

１
障
が
い
者
の
通
学
、通
院
、通
所
ま
た
は
仕
事
の
た

め
に
使
用
す
る
車
で
、次
に
該
当
す
る
も
の
。

　

た
だ
し
、普
通
車
も
含
め
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

①
身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
り
、歩
く
こ
と
が
困

難
な
人
が
所
有
す
る
車

②
身
体
障
が
い
者
ま
た
は
精
神
障
が
い
者
と
生

計
の
同
じ
人
が
所
有
す
る
車

③
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
を
常
時
介
護
す
る
人

が
運
転
す
る
車

２ 

構
造
が
障
が
い
者
用
の
車

●
市
内
に
店
舗
の
あ
る
取
扱
コ
ン
ビ
ニ
チ
ェ
ー
ン

　

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、ロ
ー
ソ
ン
、フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
、

デ
イ
リ
ー
ヤ
マ
ザ
キ
、コ
コ
ス
ト
ア
、エ
ブ
リ
ワ
ン

※
そ
の
ほ
か
の
取
扱
店
舗
に
つ
い
て
は
、納
税
通
知
書
裏

面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。な
お
、取
扱
い
が
で
き
な
い
店

舗
や
手
数
料
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

●
軽
自
動
車
税
の
納
付
期
限

　

６
月
１
日
（月）

tax information

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課（
内
線
１
１
７
）

　

収
納
課（
内
線
１
１
８
）

■
問
い
合
わ
せ

　

収
納
課（
内
線
１
２
６
〜
１
２
９
）

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課（
内
線
１
１
７
）

■
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課（
内
線
１
１
７
）

■
問
い
合
わ
せ

　

県
央
振
興
局
税
務
部
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☎

０
５
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８

〈
減
免
対
象
〉

入
っ
て
い
ま
す
か
？
自
賠
責
保
険

①
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

②
身
体
障
害
者
手
帳（
戦
傷
病
者
手
帳
）、療
育

手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

③
運
転
免
許
証　

④
車
検
証　

⑤
印
か
ん

⑥
そ
の
他（
状
況
に
よ
り
必
要
な
書
類
あ
り
）

※
申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
で
き
ま
せ
ん
。な

お
障
が
い
の
程
度
に
は
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　

普
通
自
動
車
の
減
免
手
続
き
は
、県
央
振
興
局

（
旧
諫
早
県
税
事
務
所
）で
受
け
付
け
て
い
ま
す

〈
持
参
品
〉

〈
申
請
期
限
〉

５
月
25
日
（月）

◎
長
崎
県
地
方
税
回
収
機
構
と
は
？

　

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、生
活
状
況
な
ど

を
お
聞
き
し
て
、調
査
の
う
え
で
、納
税
の
猶
予
や
分
割
納
付
な
ど
が
で
き
ま
す
。

◎
期
限
内
に
納
税
で
き
な
い
人
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い

◎
滞
納
整
理
の
流
れ

長
崎
県
地
方
税
回
収
機
構

市
徴収が困難な
滞納案件の引継

・
預
貯
金

・
給
与

・
自
動
車

・バ
イ
ク

・
不
動
産
な
ど

徹底した財産調査と差押え

タイヤロックも実施します。

公
売
処
分（
差
押
財
産
の
売
却
）

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
も
実
施

市
税
へ
充
当

県の地方機関の再編について
　4月から、県のさまざまな行政サービスを同じ場所で提供するために、税、農林、土木などの地方機関を7つの振
興局に集めました。大村市に関係する県の地方機関は、次のとおりです。

分野 旧 新 場所 備考

税務

 保健・
環境

諫早県税事務所

水産

農林

土木

県央水産業普及指導センター

長崎農業改良普及センター
県央農業改良普及センター

県央振興局税務部

諫早土木事務所 県央振興局建設部

中央家畜保健衛生所 県央振興局農林部
（家畜保健衛生）

県央振興局農林部

県央保健所 県央振興局保健部
（県央保健所）

県央振興局管理部
（県央水産業普及指導センター）

諫早駅前
民間ビルへ移転

名称変更
島原県税事務所と統合

名称変更
長崎農改と統合

名称変更
長崎市より移転

現在地 名称変更

諫早合同庁舎

現在地
名称変更

県央農村整備事務所 県央振興局農林部
（農村整備）

長崎林業事務所 県央振興局農林部
（林業） 諫早合同庁舎

名称変更

■問い合わせ　企画政策課（内線222）
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